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第 ７ 回  熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

令和５年３月14日(火曜日) 

            午前10時１分開議 

            午前11時55分休憩 

            午前０時２分開議 

            午後０時20分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第33号 令和５年度熊本県一般会計予

算 

議案第42号 令和５年度熊本県林業改善資

金特別会計予算 

議案第43号 令和５年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計予算 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①災害復旧事業の進捗状況等について 

②新規就農者の状況について 

  ③時代に適応する熊本県立農業大学校運

営について 

令和４年度農林水産常任委員会における取

組の成果について 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 西  山 宗  孝 

        副委員長 島  田    稔 

        委  員 前 川   收 

        委  員 小早川  宗  弘 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 緒 方 勇 二 

委  員 河 津 修 司 

委  員 城 戸   淳 

欠 席 委 員(なし)         

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 竹 内 信 義 

       政策審議監 阪 本 清 貴 

      生産経営局長  本 亮 治 

      農村振興局長 清 藤 浩 文 

        森林局長 大 岩 禎 一 

        水産局長 渡 辺 裕 倫 

    農林水産政策課長 德 永 浩 美 

団体支援課長 

兼水産振興課政策監 加 藤 栄 一 

 流通アグリビジネス課長 藤 由   誠 

      農業技術課長 髙 野   真 

政策監 武 田 好 文 

      農産園芸課長 池 田 健 三

        畜産課長 鬼 塚 龍 一 

  農地・担い手支援課長 中 島   豪 

       首席審議員 

兼農村計画課長 青 木 公 平 

      農地整備課長 永 田   稔 

     むらづくり課長 𠮷 住 俊 郎 

      技術管理課長 伊 藤 寿 朗 

      森林整備課長 笹 木 征 道 

      林業振興課長 廣 田 邦 彦 

森林保全課長 中 尾 倫 仁 

      水産振興課長 森 野 晃 司 

    漁港漁場整備課長 植 野 幹 博 

農業研究センター所長 下 田 安 幸 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 平 江 正 博 

     政務調査課主幹 村 山  智 彦 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○西山宗孝委員長 ただいまから第７回農林

水産常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会には、傍聴はおられません。 

 なお、委員会はインターネット中継が行わ

れますので、委員並びに執行部におかれまし

ては、発言内容が聞き取りやすいように、マ

イクに向かって明瞭に発言をお願いいたしま
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す。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

を議題とし、これについて審査を行います。 

 執行部からの説明及び質疑応答は、効率よ

く進めるため、着座のまま簡潔にお願いいた

します。 

 初めに、竹内農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、担当課長から順次説明をお願

いいたします。 

 

○竹内農林水産部長 おはようございます。

本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 今定例会に提案しております議案の説明に

先立ちまして、４点御報告させていただきま

す。 

 まず、諫早湾干拓事業の裁判をめぐる動き

についてです。 

 今月１日、最高裁判所は、国が求めていた

諫早湾の潮受け堤防排水門の開門を命じた確

定判決の無効化の訴訟について、開門を求め

る漁業者側の上告を棄却いたしました。これ

により、国の勝訴とした福岡高裁の判決が確

定いたしました。 

 潮受け堤防排水門の開門をめぐりまして

は、これまで開門命令と開門差止めの相反す

る確定判決がありましたが、今回の判決によ

り、司法判断は、開門しないことに統一され

ました。 

 有明海の再生は待ったなしの課題であるた

め、再生に向けた取組が少しでも前進するよ

う、国の動きを注視するとともに、県議会や

県漁連等関係団体及び国とも連携しながら、

しっかりと取り組んでまいります。 

 ２点目は、１月24日から25日にかけての大

雪、低温による農林水産関係の被害について

です。 

 強い冬型の気圧配置により、県内にも大雪

警報や暴風雪警報が発令されたこの気象災害

による被害額は、現時点で約４億3,000万円

となっており、そのほとんどはノリ養殖関係

施設の被害で、約４億2,000万円となってお

ります。農作物被害は、一部地域でメロンや

イチゴなどで損傷が見られ、被害額として、

約1,000万円が報告されております。 

 ノリ養殖被害につきましては、既に県にお

きましても被災施設の撤去を支援していると

ころですが、引き続き、情報収集に努め、国

や関係市町と連携して対応を行ってまいりま

す。 

 ３点目は、田んぼダムの取組についてで

す。 

 球磨川水系流域治水プロジェクトの一環と

して実施している田んぼダムの取組は、現

在、457ヘクタールまで取組が拡大してお

り、令和５年度末までに540ヘクタールとす

る目標の８割まで達しております。 

 先月13日には、人吉・球磨地域田んぼダム

効果等検証委員会の最終会合を開催し、検証

結果等を報告するとともに、委員の方々か

ら、今後の展開の方向性について御意見をい

ただきました。明日15日には、委員会から知

事へ提言書が提出される予定です。 

 また、並行して県内４会場で田んぼダムマ

イスター研修会を開催しており、700人を超

える多くの方々に参加いただいております。

今後、これらの参加者をマイスターに認定

し、各地域で普及啓発を行っていただく予定

です。 

 引き続き、水田の貯留機能を最大限に発揮

し、流域治水に貢献できるよう、人吉・球磨

地域はもとより、県下全域への普及拡大に向

けて、取組を進めてまいります。 

 ４点目は、くまもと黒毛和牛のブランド化

に向けた取組についてです。 

 当委員会での議論も踏まえ、令和３年３月

にブランド統一を発表してから、丸２年が経

過いたします。その間、関係者が一丸となっ

て、各種キャンペーンや統一ロゴシール等に

よる情報発信に取り組んでまいりました。 

 昨年５月には、県議会にも御協力いただ
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き、首都圏への生体出荷の出発セレモニーや

東京でのお披露目会も開催いたしました。 

 こうした取組の結果、東京都食肉市場への

生体出荷頭数は、前年比約４倍の294頭とな

っており、また、一部の牛肉ブランドサイト

でも上位にランクインするなど、認知度の向

上にも手応えを感じております。 

 今後とも、くまもと黒毛和牛としてのブラ

ンド力向上に向け、関係者の皆様と一丸とな

って取り組んでまいります。 

 それでは、今定例会に提案しております議

案の概要を御説明いたします。 

 後議として、予算関係３件を提案しており

ます。 

 今回の予算は、蒲島県政４期目の総仕上げ

として、熊本地震及び令和２年７月豪雨から

の創造的復興を成し遂げ、新型コロナウイル

ス感染症等へ対応することを最優先に編成し

ております。さらに、本県農林水産業が持続

的に維持発展できるよう、環境負荷低減と両

立した稼げる農林水産業の実現に必要な事業

を計上しております。この結果、一般会計と

特別会計を合わせた総額は、713億円余とな

りました。 

 それでは、主な取組につきまして、その概

要を御説明いたします。 

 まず、熊本地震及び令和２年７月豪雨から

の創造的復興につきましては、冒頭で御説明

した田んぼダムの取組の普及、拡大を図るた

め、基盤整備、人材育成、普及啓発活動等に

対する支援を行います。 

 このほか、農地や林道、崩壊した山腹など

の農林水産関連施設等の早期復旧に着実に取

り組んでまいります。 

 また、熊本地震からの創造的復興の総仕上

げとなる大切畑ダムの復旧につきましては、

湧水の発生による工事の遅れ等により、工期

の延長及び工事請負費の増額を余儀なくされ

ましたが、できる限り早期に完了できるよ

う、着実に取組を進めてまいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症等への対

応につきましては、影響を受ける農林水産業

者の経営の維持、再建を図るため、さきの２

月補正予算で計上いたしました施設整備や資

機材導入等に対する支援に加え、県産農林水

産物の販路拡大などに取り組んでまいりま

す。 

 加えて、①食料自給率向上に直結するさら

なる取組、②偽装根絶からのフードバリュー

チェーンの構築、③アサリの資源回復と流通

推進、④緑の雇用の促進といった４つの挑戦

で、食料安全保障の一翼を担うくまもとの実

現に取り組みます。 

 また、各分野における担い手の確保やみど

りの食料システム戦略に関する取組、持続可

能な中山間地域づくりなど、これまで進めて

きた重要課題に対する取組にも引き続きしっ

かりと取り組んでまいります。 

 さらに、ＧＩＳなどのデジタル技術の活用

や牛深ハイヤ大橋を含む漁港施設の長寿命化

などにも力を入れてまいります。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。 

 また、その他報告事項として、災害復旧事

業の進捗状況等、新規就農者の状況及び時代

に適応する熊本県立農業大学校運営の３件に

つきまして御報告させていただきます。 

 詳細につきましては、この後、担当課長か

ら順次御説明させますので、御審議のほど、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○西山宗孝委員長 次に、付託議案につい

て、担当課長から資料に従い順次説明をお願

いいたします。 

 

○德永農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料、予算関係及

び条例等関係について御説明させていただき

ます。 
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 ３ページをお願いいたします。 

 令和５年度当初予算総括表でございます。 

 表の左から２番目の欄、令和５年度当初予

算額(A)の欄の一番下、合計欄を御覧くださ

い。 

 農林水産部の令和５年度当初予算額の合計

額は713億9,100万円余で、その右隣の欄、令

和４年度当初予算737億5,100万円余と比較

し、マイナス23億6,000万円余となっていま

す。 

 比較増減の大きな額としまして、ページ中

ほどより少し下の森林保全課が33億円余の減

となっておりますが、これは、主に令和２年

７月豪雨分の緊急治山事業の事業終了による

ものでございます。 

 この後、当初予算の内容につきまして、各

課から主なものについて御説明申し上げま

す。 

 ４ページをお願いします。 

 農林水産政策課の予算でございます。 

 ２段目の職員給与費につきましては、現在

配置しております職員数に基づき計上してお

ります。以後、このような職員給与費が度々

出てまいりますが、全て同様でございますの

で、各課の分も含めまして、説明は省略させ

ていただきます。 

 ３段目、農政諸費の説明欄の１、農林水産

業ＢＤＦ利活用実証事業は、ゼロカーボンに

向けた県の率先行動として、研究機関等でＢ

ＤＦ利活用の実証及び啓発に要する経費で

す。 

 ５ページをお願いします。 

 １段目、農政企画推進費の説明欄３、グロ

ーバル農業交流推進事業は、農業分野におけ

る海外との技術交流等に要する経費です。 

 ２段目の農業公園費の説明欄１、農業公園

運営事業は、指定管理者制度による農業公園

の管理運営に要する経費でございます。 

 ２、農業公園施設改修は、保全計画に基づ

く施設改修に要する経費でございます。 

 農林水産政策課は以上です。 

 

○加藤団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 最下段の農業近代化資金等助成費は、説明

欄１の農業経営の近代化に必要な施設整備等

と２の営農負債を借り換えるための資金に対

する利子補給です。 

 下のページ、１段目は、ただいまの２つの

資金の利子補給について、償還期間中の債務

負担行為の設定をお願いするものです。漁業

の利子補給も同様にお願いしております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 上段の農畜産特別資金助成費は、家畜農家

の経営改善のための借換え資金等に係る利子

補給費助成です。 

 下段の認定農業者等育成資金助成費は、説

明欄２の認定農業者に低利の運転資金を融資

するための貸付原資について預託するものな

どです。 

 下のページ、上段の説明欄１から４につい

ては、被災された農業者に対して、引き続き

金融支援策を実施するものです。 

 なお、３の新型コロナ対策の資金は、国の

セーフティーネット資金での対応とし、令和

４年度までの融資分が対象となります。林業

及び漁業も同様となります。 

 12ページをお願いします。 

 ３段目の林業金融対策費について、説明欄

１の(1)から、次のページ、13ページの(6)ま

では、森林組合、椎茸農協や樹芸農協等の多

様な資金需要に対応するための貸付原資につ

いて預託するものです。 

 14ページをお願いします。 

 最下段の水産業協同組合指導費について、

説明欄３と５は、漁業共済掛金の一部の助成

や養殖共済の理解醸成活動の推進に係る経費

で、災害等に対するセーフティーネット構築

を進めるものです。 
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 15ページをお願いいたします。 

 ２段目の漁業近代化資金融通対策費は、漁

船リースなど漁業経営の近代化を図るための

資金に係る利子補給を行うものです。 

 最下段の金融対策費について、下のペー

ジ、説明欄２については、県海水養殖漁協及

び県漁連に対し、事業運営に必要な資金を融

資するための貸付原資について預託するもの

です。 

 ３については、中小漁業者の経営改善のた

めの借換え資金に係る利子補給です。 

 18ページをお願いいたします。 

 林業改善資金特別会計です。 

 ３段目の林業・木材産業改善資金貸付金

は、林業者及び木材事業者の経営改善等を支

援するために貸し付ける無利子の資金です。 

 最下段の木材産業等高度化推進資金貸付金

は、説明欄１の林業関係団体等が経営の合理

化等のために必要な運転資金を低利で融資す

るための貸付原資を預託するものです。 

 ２は、当該資金の貸付原資について、農林

漁業信用基金からの借入期間満了により返済

するものです。 

 20ページをお願いいたします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計です。 

 ２段目の沿岸漁業改善資金貸付金は、近代

的な漁業技術の導入等に必要な資金を無利子

で貸し付けるものです。 

 以上によりまして、令和５年度当初予算に

おける制度資金全体の融資枠は、資金需要を

見据えた予算を確保し、約151億円余となっ

ております。 

 団体支援課は以上です。 

 

○藤由流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 一番下の段、農作物流通総合対策費の説明

欄２、フードバレー構想推進事業につきまし

ては、県南地域の活性化に向けたフードバレ

ー構想の推進に要する経費でございまして、

来年度は、構想策定から10周年、また、アフ

ターコロナ期となりますので、各種フェアや

セミナーの開催など、外向きの展開に努めて

まいります。 

 下のページをお願いいたします。 

 説明欄の４、地域未来モデル事業につきま

しては、農林水産分野における企業等の先進

的な設備投資に対する助成です。 

 令和４年度は、ハード事業４件、ソフト事

業３件の約１億7,000万円を助成いたしまし

たが、令和５年度も同様の助成を予定してお

ります。 

 ６の６次産業化総合支援強化事業は、６次

産業化により幅広い販売展開を目指すための

商品開発、販売促進等に必要な加工設備等を

支援し、体制強化をしてまいります。 

 23ページをお願いいたします。 

 一番上の段の説明欄７、フードバリューチ

ェーン構築推進事業は、新規事業となります

が、農林水産物の生産から加工、流通、販売

までを価値の連鎖と捉えるフードバリューチ

ェーン全体を最適化することで、付加価値や

競争力を高める取組に対する助成でございま

す。 

 令和４年度に県と包括連携協定を締結いた

しました株式会社デンソーのデジタル技術や

改善ノウハウも借りながら事業を推進してま

いります。 

 次に、一番下の段のブランド確立・販路対

策費の説明欄１、くまもと地産地消革新プロ

ジェクト事業は、令和４年度からスタートい

たしましたＳＮＳの活用による情報発信のさ

らなる強化や県民参加型のイベント等の開催

など、くまもと地産地消推進県民条例の理念

に沿い、地産地消の取組を推進するものでご

ざいます。 

 下のページをお願いいたします。 

 一番下の段、新しい農業の担い手育成費の

説明欄、企業の農業参入トータルサポート事
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業につきましては、他の産業から農業参入す

る企業の誘致と定着に向けた支援に対する経

費でございます。 

 流通アグリビジネス課は以上でございま

す。 

 

○髙野農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 25ページをお願いします。 

 ６段目の農業改良普及管理運営費の説明

欄、協同農業普及事業は、各地域振興局農業

普及振興課等の運営及び普及職員の現地での

活動や研修等に要する経費でございます。 

 次のページをお願いします。 

 １段目の農業改良普及推進費の説明欄、ス

マート農業導入加速化事業は、スマート農業

の導入に向け、位置補正情報を活用した自動

操舵システムやドローンによる防除技術の現

地実証及び普及等に要する経費でございま

す。 

 27ページをお願いします。 

 ３段目の土壌保全対策事業費の説明欄１、

環境保全型農業直接支払事業は、農薬と化学

肥料を５割以上低減する取組と併せて、地球

温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い

営農活動に取り組む農業者団体に対する助成

でございます。 

 ２の地下水と土を育む農業総合推進事業

は、地下水と土を育む農業推進条例に基づ

き、県民運動の展開やグリーン農業の推進、

環境保全型農業の生産拡大への支援等に要す

る経費でございます。 

 ３の熊本型みどりの食料システム戦略推進

事業は、循環型農業を実現するための温室効

果ガス削減や環境負荷低減等に向けた新技術

の開発、実証、普及に要する経費及び有機農

業の生産拡大に取り組む市町村等への助成で

ございます。 

 次のページをお願いします。 

 ２段目の病害虫発生予察事業費の説明欄２

の病害虫発生予察事業費は、病害虫防除所の

運営及び病害虫の発生予察や海外から侵入す

るおそれのある病害虫の調査や蔓延防止等に

要する経費でございます。 

 ４段目から29ページにかけましては、農業

研究センターの管理運営費で、県下10研究所

の管理運営や施設の維持補修、改修工事等に

要する経費でございます。 

 飛びまして、30ページをお願いします。 

 最下段の試験研究費の説明欄１、耕種部門

試験研究費は、作物、野菜、果樹などの栽培

技術等の研究に要する経費でございます。 

 31ページをお願いします。 

 最上段の説明欄２の外部資金委託研究費

は、国等の資金を活用した国立研究開発法人

や大学、民間企業等との共同研究に要する経

費でございます。 

 下から２段目の試験研究費の説明欄、畜産

部門試験研究費は、畜産の飼養管理や草地管

理等の研究に要する経費でございます。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○池田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 32ページをお願いします。 

 ４段目の農業改良普及費、説明欄のくまも

と農業人財確保支援事業は、農業分野におけ

る人手不足を解消するため、多様な人材を農

業現場に継続的に確保する取組に対する助成

でございます。産地間の連携による外国人材

による雇用の確保や農福連携の取組を進めて

まいります。 

 最下段の農作物対策費の説明欄の１、経営

所得安定対策等推進事業は、経営所得安定対

策等の農業者への制度周知や作付確認を実施

する市町村等に対する助成であり、主食用米

からの転換を進めるための事業でございま

す。 

 33ページお願いします。 

 ２段目の米麦等品質改善対策事業費の説明
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欄の３、新規需要米需要供給拡大事業は、飼

料用米や米粉用米等の新規需要米の安定供給

に向けた生産技術の向上や生産拡大及び米粉

製造業者による米粉利用促進の取組に対する

助成でございます。飼料用米、米粉用米の生

産拡大にしっかりと取り組んでまいります。 

 その下、４、くまもとの米魅力発信・競争

力強化支援事業は、「くまさんの輝き」をは

じめとした県産米のブランド化に向けた生産

振興、販売促進、消費拡大の取組に対する助

成でございます。大消費地での知名度向上と

消費拡大に取り組んでまいります。 

 その下、５、県産麦・大豆生産拡大総合推

進事業は、ほとんどが県内流通でございます

麦、大豆の需要拡大及び生産拡大を図るた

め、生産者、製造業者、販売業者が連携した

取組に対する助成でございます。県産麦、大

豆の着実な消費拡大につなげてまいります。 

 34ページでございます。 

 １段目の畑作振興対策費の説明欄、地域特

産物産地づくり支援対策事業は、茶、たばこ

など、地域特産物の産地づくりに必要な施設

等の整備やブランド化に向けた活動に対する

助成でございます。 

 ２段目のい業振興対策費の説明欄１、くま

もと畳表価格安定対策事業は、イグサ農家の

経営安定を図るため、畳表の価格下落に応じ

て補塡金を交付するものでございます。 

 ３段目の野菜振興対策費の説明欄の１、野

菜価格安定対策事業は、野菜価格の安定対策

のため、市場価格が下落した場合に補給金を

交付するための資金造成でございます。 

 35ページお願いします。 

 説明欄の６、新たな野菜産地営農体系構築

事業は、スマート農業技術等を活用しました

産地力の強化に要する経費でございます。 

 具体的には、スイカの収量の高い農家の栽

培技術を見える化し、マニュアルを作成する

ことで、産地の維持を図るものでございま

す。 

 その下の７、「ゆうべに」ブランド推進・

出荷体制構築事業は、「ゆうべに」の栽培面

積の拡大とブランド確立に向けた商品開発、

ＰＲ等に対する助成でございます。 

 ＤＸの活用により、労働負担が大きい摘果

作業あるいは集荷選別作業の省力化を進めて

まいります。 

 36ページでございます。 

 説明欄の８、持続的露地野菜産地育成事業

は、バレイショの産地育成に要する経費と実

需者ニーズに応じた露地野菜の生産拡大に対

する助成でございます。 

 その下は、先ほど御説明しました野菜価格

安定事業の支払い補償に必要な債務負担限度

額を設定するものでございます。 

 最下段の花き振興対策費の説明欄の３、花

き管理ＤＸ推進事業は、カスミソウの品質の

高位平準化や計画出荷のための栽培技術等の

見える化に要する経費でございます。 

 37ページをお願いします。 

 果樹振興対策費の説明欄の２、次代につな

がる果樹産地づくり支援事業は、生産性の高

い樹園地の整備や担い手を含む労働力の補

完、確保の体制づくり及び気象変動に対応し

た生産技術の導入推進に対する助成でござい

ます。果樹産地の生産基盤の強化や作業受託

組織の育成を進めてまいります。 

 説明欄の４、次世代型果樹園モデル実証事

業は、省力化栽培技術とスマート機器装備に

よる労働生産性の高い果樹経営モデルの実証

に対する助成でございます。 

 38ページでございます。 

 １段目の生産総合事業費の説明欄の１、強

い農業づくり支援事業及び２、産地パワーア

ップ事業の２つの事業は、国の事業でござい

ますが、生産性や収益性の向上に向けた施設

や機械等の導入に対する助成でございます。 

 ２段目、水田営農活性化対策費の２、くま

もと土地利用型農業競争力強化支援事業は、

土地利用型農業において、大規模法人の労働
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生産性の向上の取組あるいは地域営農組織の

コスト削減並びに中山間地域での機械の共同

利用に必要な施設、機械の整備に対する助成

でございます。 

 農産園芸課は以上でございます。 

 

○鬼塚畜産課長 畜産課でございます。 

 39ページをお願いいたします。 

 最下段の畜産生産基盤総合対策事業費でご

ざいます。 

 説明欄１の家畜改良増殖総合対策事業は、

種雄牛の造成、管理や家畜の能力向上に取り

組む地域改良組織等への助成及び優良雌牛の

保留推進や全国和牛能力共進会へ向けた取組

等を支援するものでございます。 

 下のページ、説明欄３、熊本型放牧高度化

支援事業は、熊本型放牧拡大のための位置情

報確認システムなどによる放牧管理の高度化

や放牧牛増頭に対する助成でございます。 

 ２段目、畜産経営安定対策事業費でござい

ます。 

 説明欄１、家畜畜産物価格安定対策事業

は、肉用子牛、肉豚及び鶏卵の価格安定のた

めの基金造成に対する助成でございます。 

 41ページをお願いします。 

 １段目、循環型耕畜連携体制強化事業費で

ございます。 

 説明欄１、環境保全型農業総合支援事業

は、畜産環境の保全及び堆肥の生産、流通等

に要する堆肥舎整備や堆肥散布機等の導入な

どに対する助成でございます。 

 ２段目、畜産物市場流通戦略対策事業費で

ございます。 

 説明欄１のくまもと畜産物流通戦略対策事

業は、県産畜産物のブランド化に向けた体制

整備やＰＲイベント等の消費拡大の取組に対

する助成でございます。 

 下、説明欄３、「くまもとの牛肉」首都圏

流通ルート開拓支援事業は、全国のブランド

牛肉が集まる東京都中央卸売市場食肉市場等

への出荷やＰＲなどの取組を支援すること

で、県産銘柄牛肉の首都圏における供給体制

を構築し、県産銘柄牛肉の認知度向上と販路

拡大を行うものでございます。 

 ４、「くまもと黒毛和牛」トップブランド

戦略対策事業は、「くまもと黒毛和牛」の認

知度向上や需要拡大に向けた取組に対して助

成するものでございます。 

 下から２段目、家畜衛生推進対策事業費で

ございます。 

 説明欄、くまもとの畜産業を守る獣医師獲

得事業は、産業動物獣医師の確保を図るた

め、国が行う修学資金給付制度を活用して、

獣医系大学生に修学資金を給付する畜産団体

に対する給付原資の助成に加え、新たに、高

校生を対象に、産業動物獣医師の魅力発信を

行うためのＤＶＤ等の啓発資料を作成するも

のでございます。 

 最下段、家畜衛生・防疫対策事業費でござ

います。 

 説明欄の１から、次のページの６までの事

業がございますが、これらは、県内５つの家

畜保健衛生所の管理運営に要する経費や家畜

伝染病の発生予防と発生時の防疫資材の備蓄

等に要する経費でございます。 

 まず、１の家畜保健衛生所維持管理費は、

家畜保健衛生所の管理運営に関する経費でご

ざいます。 

 43ページをお願いします。 

 説明欄２、家畜衛生管理指導事業は、家畜

所有者に対する家畜の慢性疾病対策費の伝染

病予防のための衛生管理指導及び検査機器整

備に要する経費でございます。 

 ３の家畜伝染病防疫対策事業は、家畜伝染

病、特に鳥インフルエンザや豚熱等の法定伝

染病の発生予防と蔓延防止のための検査等に

要する経費及び実施団体に対する助成でござ

います。 

 ５、畜産防疫体制強化事業は、野生動物侵

入防止対策に必要な設備整備等、畜産関係団
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体の防疫体制強化のための取組に対する助成

でございます。 

 ６、野生イノシシ豚熱検査体制強化事業

は、野生イノシシの捕獲及び検査材料採材の

ための委託費等、豚熱サーベイランス強化の

ための検査に要する経費でございます。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○中島農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 44ページをお願いします。 

 ２段目の農村地域農政総合推進事業費、説

明欄の１、くまもと農業の継承支援事業は、

高齢等により経営移譲を希望する農家の資産

を新規就農者等に継承する取組に助成するも

のでございます。 

 ２のくまもと農業経営相談所総合支援事業

は、農業者からの経営相談にワンストップで

対応します経営相談所の運営に要する経費及

び地域営農組織等の法人化に対する助成でご

ざいます。 

 45ページをお願いします。 

 説明欄の６、未来へつなぐ地域営農組織経

営力強化支援事業は、地域営農組織の法人化

や経営力強化に向けた取組に対して助成する

ものでございます。 

 ８の農地集積加速化事業は、農地関連法の

改正に伴い、市町村が行う地域計画の策定等

に対する助成や農地集積を行った地域等への

協力金を交付するものでございます。 

 ９の農地中間管理機構事業及び下の10、農

地流動化推進事業は、農地集積を推進する農

地中間管理機構に対する助成でございます。 

 ２段目の債務負担行為の設定につきまして

は、47ページの１段目にかけまして、農業公

社が農地売買等の事業を実施するための借入

れ資金に関する損失補償として設定するもの

でございます。 

 47ページ、最下段の農業改良普及推進費、

説明欄の１、農業次世代人材投資事業は、就

農前の研修期間及び就農直後の新規就農者に

対しまして、定額の資金を交付する国の事業

でございます。 

 下のページ、説明欄の２、新規就農者育成

総合対策事業は、親元就農を含む新規就農者

が就農時に必要となる機械や施設の導入に対

して補助する経営発展支援事業や地域におけ

る新規就農者へのサポート体制整備に対する

助成を行う事業でございます。 

 ２段目の新しい農業の担い手育成費、説明

欄の１、熊本型新規就農総合支援事業は、新

規就農希望者に対する相談から研修、就農定

着までの総合的な支援に要する経費でござい

ます。 

 ２のくまもと農のひとづくり事業は、農業

経営塾など、農業者のスキルアップを図る講

座開設に要する経費でございます。 

 49ページをお願いします。 

 説明欄の４の中高年移住就農支援事業は、

国に先駆けまして実施します単県事業で、他

県から本県に移住して就農を目指す50歳代の

方の農業研修や就農時に必要な機械等の初期

投資に対する助成でございます。 

 ３段目の農業構造改善事業費、説明欄の農

地利用効率化等支援交付金事業は国の事業

で、担い手の経営発展に必要となる農業用機

械や施設の導入に対する助成でございます。 

 最下段から51ページ１段目までは、農業大

学校に関する予算でございます。 

 下のページ、説明欄８の農大施設保全改修

事業は、農大の保全計画に基づきまして、研

究・講義棟ほかの施設改修を行う経費でござ

います。 

 51ページをお願いします。 

 説明欄９の農大教育トップリーダー育成事

業は、時代のニーズに対応した担い手の育成

に必要となりますカリキュラムの実施に要す

る経費でございます。 

 農地・担い手支援課は以上でございます。 
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○青木農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 53ページをお願いします。 

 ４段目の国営土地改良事業直轄負担金につ

いては、国営土地改良事業に係る県及び地元

負担金で、八代市及び氷川町で実施しており

ます八代平野地区ほか３地区を計上していま

す。 

 最下段の土地改良施設維持管理事業費につ

いては、説明欄のとおり、国営事業で造成さ

れた施設の維持管理を行っている土地改良区

へ助成を行うものです。 

 下側、54ページ２段目の農業農村整備調査

計画費については、説明欄の１、農業農村整

備事業調査計画費は、農業農村整備事業の新

規地区に係る調査や事業計画書の策定、土地

改良施設に関する調査等に要する経費です。 

 ２の田んぼダム普及・拡大推進事業は、流

域治水の一環として、田んぼダムの取組を広

げるための人材育成、普及啓発活動等に係る

経費です。 

 55ページをお願いします。 

 １段目の国営土地改良受託事業費は、説明

欄のとおり、国営事業換地受託費で、宇城市

で実施している国営宇城地区緊急農地再編総

合整備事業の換地業務を県が受託して実施す

るための経費です。 

 ２段目の農業農村整備推進交付金は、説明

欄のとおり、市町村や土地改良区が実施する

国庫補助事業の対象とならない小規模な農業

農村整備事業に対して助成を行うものです。 

 ４段目の海岸保全直轄事業負担金について

は、説明欄のとおり、国営の直轄海岸保全事

業に係る県の負担金で、玉名市の玉名横島地

区ほか１地区分でございます。 

 農村計画課は以上です。 

 

○永田農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 56ページをお願いします。 

 最下段の換地処分清算金は、県営土地改良

事業における換地の権利者間の不均衡を金銭

清算するための経費です。 

 57ページをお願いします。 

 １段目の土地改良施設維持管理事業費の説

明欄１、土地改良施設突発事故復旧事業は、

パイプラインや用排水機場などの土地改良施

設が突発的に故障した場合の復旧に対応する

ための経費及び助成を行うものです。 

 ２、土地改良施設維持管理強化事業費は、

土地改良区等の施設の管理者に対する技術支

援と施設の補修に対する助成を行うもので

す。 

 下のページ、１段目の県営中山間地域総合

整備事業費の説明欄１、県営中山間地域総合

整備事業費は、中山間地域において農地の区

画整理などの生産基盤整備と集落道路などの

生活環境整備を総合的に実施するものです。 

 令和５年度は、第二上益城中央地区ほか23

地区で実施する予定です。 

 ３段目の団体営農業農村整備事業費は、用

排水路の改修など、農業農村整備を実施する

市町村に対して助成を行うものです。 

 令和５年度は、熊本市の南尾迫地区ほか80

地区で実施する予定です。 

 59ページをお願いします。 

 １段目の農業生産基盤整備事業費は、農地

の区画整理や用排水路、農道の整備と併せ

て、担い手への農地集積を行うことで、生産

コストの低下や高収益作物の導入を図るもの

です。 

 令和５年度は、熊本市の第一海路口地区ほ

か66地区で実施する予定です。 

 ２段目から60ページは、農業生産基盤整備

事業費の債務負担行為の設定です。 

 説明欄１の第一海路口地区から６の小島地

区までの６地区について、排水機場等の整備

における工期が複数年となることから、債務

負担行為の設定をお願いするものです。 

 最下段の農地防災事業費は、防災ダムやた
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め池、湛水被害防止施設、地すべり防止施設

及び海岸堤防等の整備を実施することで、農

地や農村地域の防災、減災を図るものです。 

 令和５年度は、宇土市の松原地区ほか33地

区で実施する予定です。 

 61ページをお願いします。 

 農地防災事業費の債務負担行為の設定で

す。 

 説明欄１の上杉地区から５の竜北地区まで

の５地区について、排水機場整備における工

期が複数年となることから、債務負担行為の

設定をお願いするものです。 

 下のページ、１段目の単県農地防災施設管

理費について、説明欄、県管理土地改良施設

等総合マネジメント事業は、県が管理する海

岸保全施設等の補修や維持管理及び地滑り防

止区域等の点検等に要する経費です。 

 ３段目の団体営農地等災害復旧事業費は、

農地や農業用施設の災害復旧を実施する市町

村に対して助成を行うものです。 

 ４段目の県営農地等災害復旧事業費は、県

営で実施する農地や農業用施設の災害復旧に

要する経費です。 

 令和５年度は、大切畑地区ほか４地区で実

施する予定です。 

 その下の債務負担行為の設定については、

大切畑ダム復旧工事の完了に合わせて、復興

事務所の施設賃借のための債務負担行為の設

定をお願いするものです。 

 農地整備課は以上です。 

 

○𠮷住むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 63ページをお願いします。 

 中段の農政諸費、説明欄の世界農業遺産推

進事業費とその10周年記念事業に関する予算

でございます。 

 阿蘇の草原の維持と持続的農業が、国連の

食糧農業機関から平成25年５月に認定されて

おります。 

 説明欄１は、この農業を次世代に継承する

ための農作物の販売促進及び草原再生の加速

化に要する経費でございます。 

 ２は、来年度10周年を迎えますので、記念

式典の開催や農業遺産を活用した食による付

加価値創造の取組に要する経費でございま

す。 

 続きまして、下段の農村地域農政総合推進

事業費の説明欄の１、ふるさとの食継承・活

用推進事業は、農山漁村の食文化の継承と活

用を図る食の名人の認定に要する経費でござ

います。 

 下の棚田地域振興推進事業は、棚田地域の

指定と振興に要する経費でございます。 

 その下の山村振興対策事業費でございます

が、説明欄１の中山間地域等直接支払事業

は、中山間地域等の条件不利地域において生

産活動を継続する農業者等に対する交付金で

す。国庫に県の負担を加え、市町村に交付い

たします。 

 65ページをお願いします。 

 上段の農作物対策費に説明欄の鳥獣被害防

止対策・ジビエ利活用加速化事業を挙げてお

ります。 

 これは、鳥獣被害防止のための防護柵の設

置等の施設整備や捕獲の補助金、人材育成や

対策技術の普及、捕獲した鳥獣のジビエ等と

しての活用等の取組に要する経費でございま

す。 

 中ほど、農業構造改善事業費でございます

が、３の中山間農業モデル地区強化事業は、

中山間地域でモデルとなる事例づくりとその

波及に要する経費でございます。 

 その下、４のスーパー中山間地域創生事業

につきましては、令和３年度から、県内の中

山間地域の魅力を発信する地域をつくってい

こうと始めたもので、５年度は、県費による

支援が必要なものの補助、国庫事業を活用す

るための受入れに要する予算でございます。 

 続きまして、５は、新規で国が進めていま
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す農村ＲＭＯ形成推進事業でございます。 

農業生産だけでなく、生活支援も包含する

組織を育成していこうというものでございま

す。 

 その下、中段ほどに国庫支出金返納金、説

明欄、経営構造改善事業の国庫返納金でござ

います。 

 同事業補助金を活用して取得した施設の財

産処分に伴う国庫支出金の返納金で、事業主

体から受け入れ、国庫に返納いたします。 

 最下段、土地改良費、農地・水・環境保全

向上対策事業費の説明欄、多面的機能支払事

業は、農業農村の多面的機能の維持を図る活

動、理解促進活動や用排水路や農道などの寿

命を延ばす活動など、多面的機能の向上を図

る活動に対する助成です。中山間地域等支払

いと同様、国庫に県負担を加え、市町村に交

付します。 

 むらづくり課は以上です。 

 

○伊藤技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 67ページをお願いします。 

 ３段目の地籍調査費は、説明欄のとおり、

八代市ほか11市町村が実施する地籍調査に対

する助成でございます。 

 ５段目の農業土木行政情報システム費につ

きましては、説明欄１のＣＡＬＳ／ＥＣ事業

は、電子入札や工事の進行管理システムに係

る運用保守管理等に要する経費の農業土木負

担分でございます。 

 ２のくまもと農地ＧＩＳ利活用ＤＸ推進事

業は、くまもと農地ＧＩＳシステムの運用管

理や利便性を高めるためのデータ作成更新等

に要する経費でございます。 

 その下、68ページ、３段目の林政諸費は、

説明欄のとおり、先ほど御説明しました電子

入札や工事の進行管理システムに係る運用保

守管理等に要する経費の林務水産負担分にな

ります。 

 技術管理課は以上でございます。 

 

○笹木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の69ページをお願いします。 

 ３段目の林政諸費の説明欄２の森林経営管

理制度運用支援事業につきましては、令和元

年度にスタートしました森林経営管理制度に

ついて、運用主体である市町村を支援するサ

ポートセンターの運営等を行うものです。 

 また、３の森林再生支援事業につきまして

は、ウッドショック等を契機に主伐が進む

中、森林組合等の事業体に対し、再造林、下

刈りの事業拡大に対する助成を行うほか、さ

らに新規として、課題となる育林従事者の不

足に対応し、林業未経験者など事業体での新

たな育林従事者の確保に対して助成を行うも

のです。 

 下のページ、４の新規事業である森林共同

管理推進事業につきましては、山村地域では

高齢化などが進み、所有者自らによる森林管

理が困難となっていることから、今後へ向

け、地域の所有者の共同による森林管理の仕

組みづくりができないかということに関し

て、モデルとなる地域を選定し、所有者の意

向やそれに応じた仕組みの可能性などについ

て調査をするものです。 

 71ページお願いします。 

 水とみどりの森づくり事業費の説明欄１の

防災・減災・景観保全森林整備事業につきま

しては、森林所有者による管理が困難な人工

林の強度間伐や作業道の整備に対して助成を

行うものです。 

 また、２の次世代につなぐ森林づくり事業

は、伐採跡地での確実な森林再生のため、植

栽や伐採後の保育、広葉樹への転換について

助成を行うものです。 

 次に、３の森林吸収量クレジット化推進事

業は、国の森林吸収量の認証制度を利用し、

森林吸収量のクレジット化の促進をするた
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め、制度の周知や認証申請手続のサポートと

なるコーディネーターの配置を行うほか、新

規として、事業者において、国の計画の登録

に当たって必要となる第三者機関の審査費用

について助成を行うものです。 

 ５の自伐林家等育成対策事業につきまして

は、自伐林家や林業研究グループの育成を図

るため、林業大学校の自伐林家育成コースと

して安全作業等の基礎研究などを行うほか、

新規に補助を活用して、自伐型林業等の推進

に当たって必要となる資機材の整備等につい

て助成を行うものです。 

 下のページ、７の災害のリスクを低減させ

る森林づくり推進事業につきましては、近年

の山地災害の頻発化、激甚化を踏まえまし

て、林業と県土保全の両立を図るため、山地

災害リスクの予測に必要な地図情報の整備、

提供をし、林業事業体での林地保全の取組に

ついて助成をするほか、新規として、林地へ

の影響が少ない架線による集材を推進するた

め、技術者育成のための現場研修を行うとと

もに、資格取得に対して助成を行うもので

す。 

 また、８の新規事業である森林再生コーデ

ィネート事業は、県内でも伐採が進む球磨地

域において、造林未済地の解消のため、所有

者へ再造林の働きかけなどを行う専門員の配

置について、市町村で構成する協議会に対し

助成を行うものです。 

 73ページをお願いします。 

 ３段目の林業公社貸付金の説明欄、林業公

社事業につきましては、熊本県森林整備資金

貸付条例に基づく林業公社への貸付け等を行

うものです。 

 最下段の流域総合間伐対策事業費の説明

欄、間伐等森林整備促進対策事業につきまし

ては、用途別の木材需要に的確に対応するた

めの間伐材の伐倒、搬出や路網整備に対する

助成を行うものです。 

 下のページ、２段目、造林事業費の説明欄

１の森林環境保全整備事業につきましては、

森林整備の基本となる国庫補助事業であり、

植栽、下刈り、間伐など、一連の造林事業に

対して助成を行うものです。 

 75ページをお願いします。 

 ２段目、試験調査指導費につきましては、

説明欄に記載のとおり、林業研究・研修セン

ターの試験研究などに要する経費となってい

ます。 

 ４段目の県有林費につきましては、下のペ

ージ、３段目の県有林造成事業費の説明欄の

ように、県有林での森林整備など、県有林の

整備や管理に要する経費を計上するもので

す。 

 森林整備課の説明は以上です。 

 

○廣田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 77ページをお願いします。 

 ４段目の国庫支出金返納金は、説明欄のと

おり、森林整備促進及び林業等再生基金事業

国庫返納金で、これまでに当該事業で資金融

通した事業主体からの償還金を国庫に返納す

るものです。 

 78ページ、２段目の林業労働力対策事業費

は、林業担い手の確保、育成を図るものです

が、説明欄１のＩＣＴ技術活用促進事業は、

木材の効率的な生産管理体制を構築するため

に、林業事業体が森林所有者へ施業内容を提

案する際に使用する施業提案ソフトの導入に

対する助成を行う新規事業でございます。 

 ２の次世代林業・担い手強化支援事業は、

ドローンなどの新技術を活用し、林業イノベ

ーションを進めるための研修会開催や林業事

業体の機械導入に助成するものです。 

 ４の豊かな森林づくり人材育成事業は、林

業への新規参入者を確保するために要する経

費のほか、次年度から新たに林業従事者の人

間ドックや蜂アレルギー対策などの就業環境

の改善に要する経費を支援するものです。 
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 79ページをお願いします。 

 ５のくまもと林業大学校人財づくり事業

は、林業就業希望者に対し、林業に必要な技

術と現場力を習得させるための長期課程や林

業就業に必要なチェーンソーなどの資格取得

を支援する短期課程など、くまもと林業大学

校の運営に要する経費です。 

 最下段の木材産業振興対策費のくまもと県

産木材ＤＸ推進事業は、製材加工業界におけ

るデジタル技術を活用した生産管理体制や安

定供給体制を構築するための研修会開催やＤ

Ｘアドバイザーの派遣を行う新規事業でござ

います。 

 80ページの県産木材需要拡大対策費は、あ

らゆる場面で県産木材の需要拡大を図る予算

ですが、説明欄２のくまもとの木を活かす木

造住宅等推進事業では、県内で木造住宅等を

建築する工務店等に対し、県産木材の柱や板

を提供する事業です。 

 ５のくまもと間伐材安定供給対策事業は、

間伐材の利用拡大を図るため、流通経費の一

部を市町村を通して助成する事業です。 

 81ページをお願いします。 

 １段目の木材需給安定対策費は、説明欄の

くまもと県産木材ＳＣＭ構築対策事業におい

て、今後需要が見込まれる中大規模木造建築

物等に対する新たな流通体制の確立に向けて

開発したシステムの改良や実証に対し助成を

行うものです。 

 ２段目の林産物振興指導費は、シイタケや

タケノコなどの特用林産物の生産施設整備や

販路拡大を支援するものですが、説明欄１の

原木しいたけ生産ＤＸ実証事業では、これま

で経験と勘に頼っていた原木シイタケの生産

効率化のため、栽培環境のデータ収集を行う

新規事業です。 

 82ページ、２段目の林業・木材産業振興施

設等整備事業費は、製材加工施設や林業機械

の導入を支援するものですが、説明欄１の林

業・木材産業振興施設等整備事業で、製材工

場などの木材加工流通施設等の整備に対し、

国庫補助を活用して助成を行うものです。 

 下から２段目の林道費は、森林整備や林業

生産性の向上、山村地域の生活環境の改善な

どを図るための林道整備に関する予算です。 

 最下段の林業事業費から、次のページ、83

ページの最下段の単県林道事業費まで、それ

ぞれの説明欄のとおり、県営による林道開設

や市町村営による林道の開設、改良などを行

うものです。 

 84ページをお願いします。 

 ２段目の過年林道災害復旧費は、令和２年

７月豪雨や昨年の台風14号災など過年度に発

生した災害により被災した林道の復旧を行う

市町村へ助成を行うものです。 

 林業振興課は以上です。 

 

○中尾森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 85ページお願いします。 

 ３段目、林政諸費の説明欄２の森林サービ

ス産業創出支援事業は、森林空間を活用し

て、観光、レジャー、健康などの分野で新た

なビジネス創出を支援するもので、令和２年

７月豪雨で被災した人吉・球磨地域をモデル

地区として、地域協議会が行う森林サービス

産業創出プランの作成に対する助成で、緑の

雇用の一環として進めてまいります。 

 下のページ、１段目、水とみどりの森づく

り事業費でございます。 

 説明欄１の県民の未来につなぐ森づくり事

業は、県民参加の森づくり活動や森林公園の

整備、森林環境教育等を実施するＮＰＯ法人

等に対する助成です。 

 87ページをお願いします。 

 ２段目の治山事業費です。 

 説明欄１の治山事業は、山地災害箇所の復

旧及び予防工事で、施工箇所は、県内一円で

90か所で行います。 

 ２の治山激甚災害対策特別緊急事業は、令
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和２年７月豪雨により発生した山地災害で緊

急かつ集中的に実施が必要な治山事業で、令

和３年度から５か年で実施するものですが、

来年度は22か所で計画しております。 

 下のページ、１段目、説明欄４の山地災害

情報共有システム構築事業は、災害発生時に

タブレット等のデジタル端末を活用して、現

地の位置情報や被災状況を森林クラウド型Ｇ

ＩＳと連携するシステムを構築するもので、

業務の効率化を図っていく経費です。 

 ２段目の緊急治山事業費です。 

 説明欄のとおり、現年発生の山地災害箇所

を緊急に実施する復旧事業に要する待ち受け

の予算です。 

 令和２年７月豪雨に係るこの事業は、令和

４年度をもって完了したことから、来年度は

予算を大きく減額しております。 

 89ページをお願いします。 

 下から２段目、保安林整備事業費です。 

 保安林の水源涵養機能や土砂流出防止機能

などを維持、強化するために、下刈りや本数

調整伐、流木対策等の森林整備に要する経費

です。 

 90ページの下から２段目、過年治山災害復

旧費は、昨年９月の台風災害により被災した

治山施設の復旧工事に要する経費で、令和２

年７月豪雨に係るこの事業が令和４年度をも

って完了したことから、来年度は予算を大き

く減額しております。 

 91ページをお願いします。 

 １段目の直轄災害復旧事業負担金は、令和

２年７月豪雨に係る芦北地域の治山施設の復

旧を国の直轄代行でお願いしており、最後に

残った全３か所の完成に伴う県の負担金を計

上するものです。 

 森林保全課は以上です。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 93ページをお願いします。 

 下段、浅海増養殖振興事業費の説明欄２、

クマモト・オイスター養殖業事業化促進事業

は、クマモト・オイスターの生産コストを削

減する技術開発や認知度向上、販路拡大な

ど、養殖の事業化に向けた生産体制の確立に

取り組むものです。 

 下のページ、下段、水産物流通対策事業費

の説明欄１、県産あさり流通推進事業は、純

粋な県産アサリを消費者に確実に届けるため

の熊本モデルの持続可能な運用体制を構築す

るとともに、産地偽装を抑止するための生産

から流通、販売過程での監視やＤＮＡ分析に

取り組むものです。 

 95ページをお願いします。 

 上段の説明欄４、稼げる水産業づくり推進

事業は、浜の活力再生を図るため、県産水産

物の魚食普及、販売力の強化、加工等の独自

産業化に取り組む漁協等を助成するととも

に、令和４年12月の水産流通適正化法の施行

に伴い、アワビ、ナマコの特定水産動植物の

取扱事業者の届出制度が導入されたことか

ら、特定水産動植物の適正な流通販売を推進

するための普及啓発等に取り組むものです。 

 下のページ、下段、水産資源保護育成事業

費の説明欄１、県産あさり資源回復事業は、

県産アサリの資源回復を図るため、熊本県産

あさりを守り育てる条例に基づき、アサリ資

源の保全、育成が必要な漁場を指定した区域

において、アサリの増殖試験や稚貝の保護、

食害対策などの取組を支援するものです。 

 下の２、有明海・八代海再生事業は、有明

海沿岸３県、国と協調し、有明海、八代海に

おけるアサリ、タイラギなどの特産魚介類の

生息環境の調査や増殖技術の開発を進めると

ともに、種苗の共同放流に取り組み、漁場環

境の改善や水産資源の回復を図るものです。 

 97ページをお願いします。 

 １段目の説明欄３、さかなを守り育む豊か

な海づくり事業は、漁協や市町等が連携して

取り組むマダイやクルマエビ等の共同放流へ
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の支援や放流効果の把握に取り組み、実効性

のある資源造成型の栽培漁業を推進するとと

もに、持続的な漁獲を図るため、水産資源の

資源評価に基づいた資源管理体制の整備に取

り組むものです。 

 101ページをお願いします。 

 水産研究センター費の説明欄10、ブリ人工

種苗量産技術開発試験と、下のページ、13、

ブリ親魚養成・採卵技術開発試験は、ブリ養

殖に必要な種苗を確保するため、人工種苗の

供給体制の構築を図るもので、採卵するブリ

親魚の養成技術と採卵技術の開発、種苗の量

産技術の確立に取り組むものです。 

 水産振興課は以上です。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 103ページをお願いします。 

 最下段の水産環境整備事業費は、覆砂等に

よる干潟の底質改善や浅海域での藻場の造成

等に要する経費で、熊本有明地区ほか２地区

で施工を予定しています。 

 次のページの２段目の漁港関係海岸保全事

業費のうち、説明欄１の漁港関係海岸保全事

業費(県管理漁港)は、堤防、護岸等の整備に

要する経費で、天草市の牛深漁港海岸の耐震

対策工事を予定しています。 

 ２と３は、市町が実施する海岸事業に対す

る指導監督に要する経費です。 

 ４の災害関連大規模漂着流木等処理対策事

業費は、災害により海岸に漂着した流木やご

み等の処理に要する経費です。 

 105ページをお願いします。 

 説明欄の１、単県漁港改良事業費は、漁港

漁場及び海岸施設の小規模な整備に要する経

費で、二江漁港の護岸かさ上げなどを予定し

ています。 

 ２の単県漁港漁場施設補修事業費は、小規

模な補修に要する経費です。 

 ３の水産基盤整備交付金は、水産基盤整備

や漁場の保全、回復に資する事業を実施する

市町や漁協に対する交付金です。 

 下のページの１段目の説明欄の１、漁港管

理費は、県管理漁港及び海岸の適正な維持管

理を行うために要する経費です。 

 ２は、牛深漁港の浄化施設の管理運営に要

する経費です。 

 ２段目の漁村再生整備事業費は、漁村の再

生を図るための生産基盤及び生活環境の整備

に要する経費で、佐伊津漁港の浮き桟橋整備

などを予定しています。 

 ３段目の漁港関係港整備事業費のうち、説

明欄１の水産物供給基盤機能保全事業費は、

漁港施設の長寿命化対策に要する経費で、防

波堤や浮き桟橋の補修や堆積土砂のしゅんせ

つ、ハイヤ大橋の恒久対策工事等を予定して

います。 

 ２の漁港漁場整備事業負担金は、宇土市管

理の住吉漁港の土砂受入れ整備に係る環境調

査に対する県の負担金です。 

 107ページをお願いします。 

 １段目の水産流通基盤整備事業費は、牛深

漁港の浄化施設の改修に要する経費です。 

 ２段目の水産生産基盤整備事業費のうち、

説明欄の１が県管理漁港、２が市町村管理漁

港における漁港施設の整備に要する経費で、

県管理では、赤瀬漁港の突堤整備を、市町村

管理では、天明漁港ほか１漁港の物揚げ場や

浮体式係船岸の整備などを予定してます。 

 下のページの１段目、海岸漂着物等地域対

策推進事業費は、台風や大雨等により海域に

流入するごみの回収、処分に要する経費で

す。 

 ３段目の現年漁港災害復旧費は、災害が発

生した場合に早期復旧を図るための経費で

す。 

 漁港漁場整備課は以上です。 

 

○西山宗孝委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま
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す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま簡潔に説明をいただきたいと思い

ます。 

 それでは、質疑ございませんか。 

 

○前川收委員 まずは、部長のほうから冒頭

御報告がございましたけれども、「くまもと

黒毛和牛」のブランド化に向けた取組、しっ

かり頑張っていただいております。 

 その中で、御報告にもありましたけれど

も、昨年５月からですかね、首都圏へ生体出

荷ということで、東京都の食肉市場へ生体出

荷という形で、昨年度で前年比約４倍という

ように、たくさん、294頭も出していただい

てきたということで、私はやっぱり統一ブラ

ンドをつくってきたことの成果が数字として

出てきているなということをありがたく思っ

ております。 

 そこででありますが、第１問ですが、今そ

ういう取組をやってらっしゃいますが、経済

連であったり、それからそれぞれの企業でや

ってらっしゃる部分も様々あります。それを

一緒にしようというのが、この企画でありま

すけれども、やってらっしゃって感じる問題

点、ここをどう改善すればいいかとか、そう

いう話がもしあれば教えていただきたいとい

うふうに思います。これが第１問です。 

 それから、第２問は、多分流通アグリビジ

ネス課になるんだろうと思いますが、21ペー

ジ以降ずっと説明をいただいております。農

産品をどうやってうまく売っていくかという

ことで、それぞれ御苦労をいただいていると

いうふうに思いますけれども、農産品の輸出

促進という言葉が、さっきの説明の中ではち

ょっと私は聞き取れてなかったんです。 

 台湾との関係、ＴＳＭＣがやってきて、空

港も新しくなるということでありまして、先

日の質問の中でも、貨物をしっかり、海外輸

出も含めた貨物便というのをつくっていかな

きゃいかぬという話でありますが、熊本の強

みというのは、やっぱり豊かなおいしい農産

品というもの、これはもう明らかに熊本は強

いと思ってまして、台湾だけにこだわるつも

りはありませんけれども、例えば、台湾に対

して、さっき言った熊本の和牛の統一ブラン

ドを輸出するという形とか、それから、新し

く皆様で開発いただいたかんきつのミカンの

おいしいやつは、名前はちょっと忘れました

けれども……(「ゆうばれ」と呼ぶ者あり)ゆ

うばれか、あのミカンはおいしいですよ。

私、びっくりするぐらい何かみずみずしくて

おいしいなと思いました。そういうのも多分

海外に持っていけば、これはもうすごく売れ

ると思うし、とっても喜ばれると思います。 

 そういったものが、流通アグリビジネス課

かどこか分かりませんけれども、輸出をした

いという人たちがたくさんいらっしゃいま

す。やっぱりしっかりまとめて、ワンストッ

プでこうこうこうやればできますよという、

そういうサービスもつくってもらいたいなと

思ってますが、どっかにそれがあれば教えて

ください。 

 以上です。 

 

○鬼塚畜産課長 今委員より御質問がありま

した統一銘柄のこれまでの取組、改善点とい

うことですけれども、もう２年が経過しまし

て、それぞれ農業団体、事業系の団体と毎月

いろいろ打合せをしていただきながら取り組

んでいるということで、その辺については非

常にいいところかなと思ってます。 

 改善点として挙げるのであれば、今東京都

を中心に、関東に首都圏のほうに出荷してま

すけれども、これをやっぱりいかにしっかり

定着させて、もう少し頭数を上げていくとい

うのが１つ、特に首都圏については、いいも

のはいい評価が出るということなので、やっ
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ぱりいい牛というか、それをしっかり出して

いく。それには生産のところの取組も必要だ

と思ってますので、とにかく品質のいいもの

を関東のほうにしっかり持っていく、それを

しっかり定着させていくというのが今後の課

題になろうかとは思ってます。 

 以上です。 

 

○德永農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 輸出につきましては、窓口は販路拡大ビジ

ネス課ということでございまして、それぞれ

の品目については、畜産課あるいは農産園芸

課等が一緒になって協力しながら進めている

ところでございます。 

 実際、販路拡大ビジネス課を中心としまし

て、具体的には、香港やシンガポールなど、

植物検疫等の非関税障壁、いわゆる輸出の

壁、そういうものに対する対応、それから、

国と連携しまして、事業者等への各種サポー

トなどを農林水産部も連携して行っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 まずは、畜産、熊本統一ブラ

ンドの話でありますけれども、ぜひ定着して

もらいたいと。考えてみると、東京市場には

なかなか熊本から出てなかった、生体で持っ

ていってなかったということが、こうやって

持っていけるようになったと。これはもう統

一ブランドをつくったおかげだというふうに

御評価いただいていいんだろうと思います。 

 あとは、東京市場のほうが高く売れるよ

と、簡単に言えば、熊本で出すよりも東京市

場のほうが高い。輸送コストを含めても生体

で持っていくコストを含めても高いという、

そういうものにしていかないと、向こうで値

段は変わりませんと言われたら、輸送コスト

は当然損するわけですから、そういった付加

価値をしっかりつけていくということに努力

をいただきたいと思います。 

 高値安定でしっかり定着していくように、

そのことがやっぱり皆さんの自信にもつなが

るし、熊本の牛はおいしいということが、海

外に向けてもしっかりＰＲできるようになっ

ていくだろうというふうに思いますので、ぜ

ひこれは引き続き頑張っていただければとい

うふうに思います。 

 以上です。 

 それから、輸出のほうは企画ですか、やっ

てるのは。 

 

○德永農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 観光戦略部の販路拡大ビジネス課というと

ころが窓口でございまして、農林水産部も連

携して取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 分かりました。それが分から

ないぐらい分かりにくいです。私も知らなか

った。多分誰も知らなかったでしょう。多く

の皆さん方もあまり知らない。ただ、知られ

てないということは、これは大きな問題であ

りまして、意欲ある人たちが、どこに行きゃ

いいのかと、県庁のどこだろうかと。県庁っ

て敷居が高いんですよ。皆さんにとっては低

いかもしれないけれども、ほかの人たちから

見りゃ県庁ってやっぱりとても敷居が高いわ

けですから、もっと分かりやすくぜひしてい

ただきたい。 

 取り組みたいという意欲は、物すごく今高

まっています。これは、私は、ＴＳＭＣイン

パクトだと思っていますけれども、特に台湾

に対して。非常に親日的ですし、それから台

湾の人たちも、こっちにも来たがってるし、

日本人も行きたい。そこで止まらないという

のがＴＳＭＣの影響と思ってまして、それ

が、我々の普通の生活とか、そういった産

業、いわゆる機械産業だけじゃない、農産品
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まで含めた広いつながりというものを今つく

れるチャンスだというふうに思ってますの

で、ぜひ部は違っても、この農林水産部のほ

うから積極的に働きかけをしていただきなが

ら、輸出したいという人や輸出すべき素材と

いうのは、私たちの想像以上に向こうから見

ればおいしいものがたくさんあるというふう

に思いますので、ぜひそれを取り組んでいた

だきたいと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

 

○竹内農林水産部長 例えば事業者さんのほ

うが農産物を輸出したいというのが農林水産

部に来た場合、農産園芸課、流通アグリビジ

ネス課、そして観光戦略部、ここをすぐつな

ぐようにしております。ですので、たらい回

しするのではなくて、生産者からいただいて

いる分は、全て農林水産部で一旦お受けして

おつなぎする。それから、やはり輸出するに

当たっては、生産上、農薬の基準とかを守る

必要がありますので、そのあたりについて

は、私どもの生産経営局のほうでしっかり一

緒にやっているところでございます。 

 あるいは、台湾を絡めてのいろんなお話に

ついても、部連携しながらやらせていただい

ておりますので、そこらあたり、今後輸出に

ついてもしっかりやっていく必要があります

ので、うちとしても生産主体としてしっかり

取り組んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 ありがとうございました。 

 たらい回しにはしてませんというお話であ

りましたので、ぜひワンストップで分かりや

すくやっていただければと思います。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員長 関連して。 

 私も、観光戦略部でもできて、こういうと

ころで扱っているのかと、意外といいます

か、知りませんでしたけれども。むしろ国内

でトップレベルの熊本の農林水産物関係につ

いては、農林水産部のほうから観光戦略部を

動かして、啓発も――非常に関心も高いとい

うことを私も感じておりますので、主体性を

持って連携を越えないといかぬと思います。

よろしくお願いします。 

 ほかに御意見ございませんか。 

 

○緒方勇二委員 85ページの森林サービス産

業創出支援事業、それからすみません、71ペ

ージの防災・減災・景観保全森林整備事業、

この２点についてお尋ねいたします。 

 森林所有者による管理が困難な人工林の強

度間伐や作業道の整備に対する助成が挙げら

れておりますが、実は、地域おこし協力隊を

経て、チェーンソー製材をする人たちがおら

れるんですね。荒廃した管理が困難な森林所

有者、そういうところを自伐林家みたいなや

り方をされてます。そして、その後をバギー

場にされてますよ。ということは、森林サー

ビス産業の創出につながるんだろうと思うん

ですね。あらゆる人材が森林に入り込んで、

新たな観光資源にもなるかも分かりません。 

 こういう人たちへの――チェーンソーで製

材をされて、レジンテーブル作っておられま

す。こういうものを輸出したいとおっしゃい

ます。で、これは地域協議会が行う森林サー

ビス産業創出プランに対する助成とかうたわ

れてますが、私、こういう人たちがたくさん

今から出てくるんじゃないかなというふうに

思います。 

 実は、昨日私の事務所にお尋ねにこられ

て、奥様はロシアのカザン大学出身ですよ。

九大に今学ばれておってですね、今津奈木の

海の家を借りて、そこをきれいに自分でＤＩ

Ｙして、県内各地、災害で倒れた松であると

か、ブナであるとか、いろんなものを分かれ

て製材されて、そういうことをされてます。 

 私、自伐林家の支援事業もあると思うんで
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すが、林業大学校の人財づくり事業にもある

と思うんですが、即戦力もそうです。幅広い

林業の担い手をつくる上で、私、そういう人

たちも育んであげて、導いてあげるべきだろ

うというような思いが、昨日はお話を聞いて

おって思いました。 

 どういうのが今から支援として欲しいです

かと言ったら、林内の搬出する、何ですか、

ウインチでこう引っ張るぐらいのもんでしょ

う。多分そんなのがあって、バギーで引き出

しもできますのでというようなこともおっし

ゃいますし、何か私たち、大規模な素材業者

であるとか、そういう支援のことをずっとイ

メージしておりましたけれども、今後は、や

っぱり自伐林家に対する里山林を守っている

人たち、こういう人たちもしないといけない

んじゃないかなというふうに感じております

ので、森林保全課がこの辺のニーズをつかま

えて何かやられるお考えはあるのかどうか、

まず教えてください。 

 

○中尾森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 委員から御指摘のあった、自伐林家等の支

援も含めて、いろんな場面で雇用を受け入れ

ていくということがやっぱり重要というの

は、我々も十分認識しております。 

 その中で、森林組合が核となったり、球磨

村で先行して森林サービス産業というのをさ

せていただきまして、中には、森林組合とラ

フティングをするグループとの雇用の連携と

いうか、暇な時期を使って森林整備をやると

か、そういったこともこれまで取り組まれて

きました。 

 今先生からは、それ以外にもいろんな目指

しが今あるんだというお話を聞きましたの

で、ぜひこの地域協議会にそういったいろん

な情報を吸収して、地域協議会には各市町村

も入っておりますので、そういった地域の声

を酌みながら、それが地域の雇用につながる

ように取り組んでまいりたいというふうに思

っております。 

 また、最近、トレイルランですとか、森林

セラピーとか、またそういった新たな雇用と

いうものも出てきておりますので、そういっ

たものと引き続き連携していきたいというふ

うに思っております。 

 また、自伐林家の具体な施策については、

ちょっと森林保全課だけではままならない部

分もございます。うちの課でいうと、多面的

機能発揮といったものもございますので、そ

ういったのも使いながら、森林局３課で連携

を取って支援をしていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

 

○笹木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 自伐林家の方への支援をということでのお

話だったと思います。今までのそういう大き

な事業者だけではなくて、そういう多様な担

い手をつくるべきではないかというような御

質問だったと思います。 

 それについて、71ページ、５番目の自伐林

家等育成対策事業におきましては、次年度、

新規としまして、資機材の整備への支援とい

うことで、例えば、そういう、まさに国のほ

うも、自伐型林業の推進みたいなことを多様

な担い手の確保という文脈の中で今言い出し

ておりますので、そういった部分の助成なん

かも県としても受け入れながら、先ほど言っ

たような小さな機械の整備だとか、そういう

ところについて支援をしていくというような

ことを考えているところでございます。 

 

○緒方勇二委員 中尾課長からありがたい答

弁いただきましたけれども、ぜひあのバギー

場は、中尾課長が走れるようなトレイルラン

に仕上げたいと思います。 

 それから、笹木課長のほうのこれは答弁な
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かったんですが、くまもと林業大学校です

ね。今度、23名ですかね、定員を拡充され

て。私は、幅広い林業の担い手は、何も伐採

する人たちだけをつくるんじゃなくて、いろ

いろやってみたい人おられると思うんです

よ、森林のサービス産業の創出のためにね。

自伐林家も、当然受け入れてあげる。そし

て、いろんなことをしたい人たちがおると思

うので、レジンテーブルを作りたい人たちも

おられるでしょう。そういう人たちも含め

た、私は、林業大学校の在り方のほうが幅広

く人材を確保できるんじゃないかなと思いま

すので、その辺のこともぜひお考えいただき

たいと思います。 

 それから、すみません、また85ページに戻

りますけれども、この山村多面的機能発揮対

策事業、これは、部長の冒頭の説明の中で、

田んぼダムのマイスター700人ぐらいを集め

て行うというようなお話でしたけれども、

私、これはありがたい事業でして、放置竹林

の整備がたくさんこれでできるんだと思いま

す。 

 環境保全型農業を考えたときに、竹材をパ

ウダーに竹の粉にして、水田でそれを大体１

反に500キロぐらいですか、入れると雑草対

策になるし、農薬を減らすことにもつながる

でしょう。 

 そういうことを考えると、これは、林の世

界なんですけれども、農のほうとももうちょ

っとしっかり連携していただいて、環境保全

型農業のほうをもっと推進するのであれば、

グリーン農業もですよ、50％ほど減らす農業

のことをうたわれるのであれば、この辺とし

っかり連携してほしいんですよね。 

 で、竹材の２次的利用をもうちょっと踏み

込んで堆肥化するなり、そういう除草剤抑え

になるような農薬を減量化するとかというこ

とになるのであればありがたいので、もうち

ょっとここを何か考えがあるなら教えてくだ

さい。 

 というのが、田んぼダムに取り組む以上、

あぜに農薬、物すごく除草剤なんかも振られ

ますけれども、やっぱりこの辺が弱いと、す

ぐ崩れたりしますので、私、この多面的発揮

対策事業ともうちょっと連携したほうが、田

んぼダムのマイスター700人とおっしゃいま

すけれども、取り組んでいただく環境づくり

につながるんだろうと思います。そして、景

観づくりにつながると思いますので、その辺

のお考えがどういうふうになっているのか、

林政と農政のほうで何か考えがあれば教えて

ください。 

 

○中尾森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 委員御指摘の竹材、多面的事業で確かに荒

廃竹林の整備ということは積極的に進めてお

ります。その中で、チップ化する施設とかい

うものを導入して、チップ状にして、今のと

ころ、正直言いますと、それほど有効活用さ

れておりません。２～３事業所では農業等さ

れているという話も聞いたことはございます

が、その辺の情報を集めて、せっかく竹林整

備する上で出た竹材の有効活用というものを

もっと積極的に図っていこうということで、

情報を事務局あたりと共有していきたいと思

います。 

 また、農業のほうにも、そういう連携の、

まずは情報共有というのを図っていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員 竹パウダーは、お茶農家が

すごく欲しがるんですよね。それから、水田

のほうでは、やっぱり除草剤が要らないよう

な有機農業に展開されてますので、そういう

ことが、私、田んぼダムにも広がっていくん

だろうと思います。ぜひ、その辺も含めて、

新年度の予算でありますから、連携をぜひ農

政と林政とやっていただきますようにお願い
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いたします。 

 

○西山宗孝委員長 ほかにございませんか。 

 

○磯田毅議員 71ページですけれども、人工

林の伐採跡地への植栽等に対する助成と。要

するに再造林だと思いますけれども、この再

造林というのは、私が取り上げても40％ほど

しかまだできてないということで、大体２億

4,000近くありますけれども、どれぐらいの

面積で再造林が可能なのか、これが１つと、

今の緒方委員の関連ですけれども、自伐林家

の今現在の人数ですね。それがどれぐらい勉

強してこれから先増えてくるのかといったこ

と、２つお願いします。 

 

○笹木森林整備課長 １つ目、どれぐらいの

面積で再造林が可能かというところですけれ

ども、国も、森林林業基本計画において、将

来の森林の姿というのをつくってまして、今

の育成単層林の７割ぐらいについては、自然

的な山に持っていこうというような形を考え

ております。一方で、その７割については、

その単層林の形を循環しながら使っていこう

というような考えでございます。 

 ですので、我々としましても、森林の伐採

される面積のうち７割ぐらいについては、再

造林を行っていきたいという考えがまずござ

います。それが１つ目の質問でございます。 

 次に、自伐林家の人数ですね。 

 おおむね100人から150人ぐらいというの

が、ちょっと今手元に正式な統計がないんで

すけれども、それぐらいで、あと、自伐型林

業者ということで最近お話ありますけれど

も、そこについては正式な統計があるわけじ

ゃないんですけれども、振興局からの聞き取

りからすると、まだ現状では数名というよう

なところでございます。 

 以上であります。 

 

○磯田毅委員 ７割ですね、元に再造林する

ということですけれども、この７月豪雨のと

きの土砂災害の基点になったところが、やっ

ぱり皆伐地と、そして幅の広い作業道という

のが基点になって土砂災害につながったとい

うことですので、やはり皆伐した後の再造林

というのが防災上絶対必要ということで、も

っと力を入れてくださいという要望と、それ

と、自伐林家に対するこの林業大学校だった

ですかね、そういった教育とかなんかも時間

的にはまだまだ少ないと思いますので、これ

をやっぱり１年間とかもっと期間を長くし

て、本物の自伐林家を育てるという教育にも

う少し力を入れてもらいたいと思います。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員長 要望ということで……。 

 

○前川收委員 今のの関連でいいですか。す

みません。 

 皆伐したところの７割は再造林しますと。

３割は再造林しないわけですから、ほっとけ

ば落葉果樹とかいろんなものが生えてきて、

そして自然林に近い形に戻るということで考

えていらっしゃる、国もそうだと思います。

ただ、一旦皆伐してしまって、その次の木が

自然に生えてくるというところは、再造林し

たところよりもかなり厳しいんじゃないかな

と思うんですね。 

 ですから、もちろん自然林に戻さざるを得

ない非常に環境が厳しい、いわゆる経済林と

して回していくには厳しいところに対して

は、それはやむを得ない措置かもしれないけ

れども、災害時を考えれば何らか植栽をする

と。 

 つまり、杉、ヒノキを植えろとは言いませ

んが、やはり自然に戻る木を――自然に戻る

木というか、木は自然なんですけれども、い

わゆる一般的な落葉的な木を広葉樹をやっぱ

り植えるということをしないと、なかなか簡
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単に生えてこないんじゃないかと思います。

それは、災害を起こしてしまうという視点に

おいては、ぜひ重要だと思いますが、多分国

でもそんな考え方はまだないんだと思います

が、いかがでしょうか。 

 

○笹木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 国でも、植えたところで、おっしゃるとお

り、伐採の跡地、天然更新といいますけれど

も、天然生の稚樹が生えるまでには、５年間

の間に稚樹がある程度の本数成立しない場合

には、やはりまた植えるなりの措置を取らな

きゃいけないということになってございま

す。 

 ですので、我々としても、単にほっとけば

いいというふうには考えておりませんで、場

所場所で必要なところにおいては、例えば、

近くに更新するための、今国なんかでも基準

でうたってますけれども、広葉樹が、種を供

給するような木がないようなところについて

は、別の措置なんかも、植えるということも

考えながら森林の再生を図っていかなきゃな

らないんじゃないかなということで考えてい

るところでございます。 

 

○前川收委員 ぜひそこまで説明してくださ

い。皆伐をやりました、７割しか再造林しま

せん、３割はほっときますと。ほっときます

と言われると、みんな、それは心配ですよ。

ほっとくんじゃなくて、自然更新で広葉樹が

生えてくるようにしますと。もし生えてこな

いときにはしっかり植林しますと、広葉樹を

植林すると。 

 過去に水とみどりの森づくり税でやったじ

ゃないですか、熊本県も。皆伐されて、球磨

郡だったと思います、ほっとかれて、そし

て、そのままで何も植えてこない、生えてこ

ないから、これはいかぬということで予算使

ってやったですよね、たしか。何で熊本県の

予算を使わなきゃいけないのって話が当時あ

った。県外の業者が来て、ばっと皆伐するわ

けですよ。そして、出ていって、その後その

ままですよ。自然更新という話、全くそうで

すよ。でも、生えてくればいいんだけれど

も、生えてこないときは大災害が起こるんじ

ゃないかということで公費を入れました。そ

このやっぱり制度もきちっとつくって説明し

てください。お願いします。 

 

○西山宗孝委員長 御要望ということで。 

 

○緒方勇二委員 関連して。皆伐の話が出ま

したので、私の考え方を言わせてください。 

 私、皆伐が悪いとは思ってません。ただ

し、土砂流出抑止のために、伐採のガイドラ

インをつくっていただきました。これは非常

にありがたい。１ヘクタール切って、７割を

植林する、あとは天然更新だ、これは分かる

んです。 

 この後に、私、87ページとか88ページに来

てる山地災害の未然防止対策事業とか、これ

は、ＧＩＳ使って、３割のところは、ちょっ

と植えてもまた災害を起こすようなところだ

から、土砂が出ないような対策を講じる部分

が３割とか、経済林として植林するに適した

ところが７割だとか、そういうモザイク的な

植林もしていただかないと、私たちは、緑の

流域治水プロジェクトの中で、そういうとこ

ろを未来に災害を起こさないための植林のや

り方をしてもらわないと、現に、植えてる分

は、カーボンニュートラルのためにも、ゼロ

カーボンのためにも、しっかり皆伐を施して

いくことは大切ですから。 

 それはそれとして、せんだっての代表質問

で、150万立米から木を切るようになった。

それ以前は、多分90万だったと思いますよ。

しかしながら、森林資源の賦存量というのは

１億立米って多分部長答弁されましたね。こ

のペースでいくと、成熟期を迎えた森林資源
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は100年以上かかるじゃないですか、更新し

ていくのに。 

 ということは、私たちは、もっともっと多

様な担い手が森林に入り込んでいただいて、

いろんな災害に強い森づくりを施していくこ

とが非常に大切だと。もう上から皆伐もよ

し、自伐林家もよし、いろんな架線集材もよ

しと、そういうやり方をしっかり県民に向け

ていただかないと、全て山が悪いような言い

方されて、土砂が出てくる、山をちゃんとし

ないからこんなふうになるんだって、私たち

は、令和２年７月を受けて、やっぱりそうい

うふうに常に言われます。しっかりとこうい

うことをやってるんですということをもうち

ょっと強くアナウンスしていただきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員長 御要望ということでよろ

しいですか。 

 ほかに。 

 

○小早川宗弘委員 21ページ、流通アグリビ

ジネス課の農政企画推進費のフードバレーア

グリビジネスセンター推進事業ですけれど

も、このビジネスセンター、2015年だったで

すかね、開館したのは。それから活動が８年

間続いているというふうなことでありますけ

れども、なかなか地域に対しては認知度が 

――やっぱり８年活動しても、フードバレー

という言葉は聞いとるばってん、アグリビジ

ネスセンターがそこの研究センターにあった

のかとか、地域の人も、この前ちょっと鏡の

方と話合いをしとったら、アグリビジネスセ

ンターがあるのは知ってますかというふうな

ことを聞いたら、いや、知らぬだったですと

いうふうなことで、飲食店だとか農家の方、

ＪＡの方あるいは農業高校の生徒さんたち

が、あそこのビジネスセンターに行っていろ

んな商品開発をされてるというのは聞いてま

す。 

 そこそこ重要な役割を担ってるのかなとい

うふうに思いますけれども、いかんせん、８

年してもまだ知名度が上がらないというよう

な状況でありますので、その辺は、どういう

ふうな形で、どういうふうなことを考えてい

るのかというのをちょっと聞きたかつですけ

れども。 

 

○藤由流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 委員おっしゃるように、フードアグリビジ

ネスセンターの知名度というものがいま一つ

ではなかろうかというお話でございます。 

 私どもも、フードバレー構想を作成して10

年たつということもございます。その中で、

企業に対する設備投資に対する助成といった

こともやってまいりました。 

 その中で、フードバレー自体の、それを活

用した企業の成長というのはあっているんで

すが、実際に、そのフードバレーアグリビジ

ネスセンターの活用といったものがどのよう

なものかというところでございます。 

 こちらも、それぞれの企業が、例えば、農

家の方たちが６次化を図ろうとするときに、

試作をするといったもの、この辺りの機材を

活用するといったことができるということに

なっております。そちらの活用というのは進

んではいるんですが、おっしゃるように、さ

らなる周知活動といったものは、これからも

しっかりやっていきたいと。 

 フードバレーの会員数も着実に伸びてきて

いるというところもございます。来年度は、

10周年という記念を迎えますので、アグリビ

ジネスセンター、機材についても、今後どう

いうふうに更新していくかというのも含めま

して、周知の在り方、これも含めて、来年度

総括を行いながら、今後の展望といったもの

もしっかり考えてまいりたいと思っておりま

す。 
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 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 そうですね。21ページの

その下の段で、フードバレー構想推進費にも

1,800万ついているわけで、これは、ビジネ

スセンターの推進事業費が2,561万5,000円だ

ったかな。せっかくこういう予算も使ってま

すので、貴重な財源ですけれども、いかんせ

ん、県南はフードバレーというふうに何かあ

んまりならぬもんだけん、もう少しこう積極

的な取組と地域に対するＰＲ、それとあと、

ＲＥＮＧＡというフードバレーの独自ブラン

ドがあるばってん、これまた全然ブランド化

になっとらぬですよね。 

 これは、何が原因か、何で広がらぬのか、

その辺は徹底的に解明して取り組まぬと、全

然誰も知らないのに、その予算を使うという

ことであってはならぬと思いますので、その

辺も含めて少し考え方を変えていく、10年目

に向けて考え方を変えていくというふうなと

ころが必要ではないかなというふうに思いま

すけん、そういうふうな要望をさせていただ

きたいと思います。 

 

○藤由流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 今お話ございましたブランド、ＲＥＮＧＡ

といったものに関しまして、こちらもただい

ま60品目を超える登録がございまして、これ

は確実に増えていっているというものではご

ざいます。ただ、いま一つ、このＲＥＮＧＡ

ブランドの浸透といったところは、アンケー

トを取りましても十分ではないという認識も

しております。 

 今度コロナが明けるということで、外に向

けてＰＲをしていこうと思っておりますの

で、このＲＥＮＧＡの在り方そのものを含め

まして、それぞれの会員さん、市町村の皆さ

んにお諮りして、どのようにそのブランド力

向上を進めていくかというのは、これは10周

年を迎えた一つの課題として認識しておりま

すので、しっかりこちらも対応してまいりた

いと思っております。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員 はい、分かりました。 

 

○西山宗孝委員長 御意見ありましたことを

要望含めて取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 ほかにございませんか。 

 

○河津修司委員 先ほど皆伐地の植林をしっ

かりやっていくという話で、ぜひともお願い

したいと思うのは、皆伐地というのは、やっ

ぱり今、日本の風土からすると、そのままほ

たっておいて山になるということはなくて、

もうカズラが巻き付いてしまって、そこらは

やぶになればいいけれども、もういろんなそ

ういう草木にちゃんとならずに、もうそのま

まになっているところが多くて、地主のとい

うか、持ち主の問題もあろうかと思います。

所有者の問題もあろうかと思いますが、しっ

かりとその辺は、そういった問題を踏まえて

造林化していっていただければというふうに

思っております。 

 それから、話は違うんですが、ＲＭＯはど

こだったかな……(「66ページです」と呼ぶ

者あり) 

 この間、産山村の中心部のところで農協が

撤退して、小売等もやめて、村民も生活する

のにも買物する場所がないということで、小

さな拠点事業も含めて、村が今整備して第３

セクターで運営をしていくと。 

 非常に、山村地域は、もう今高齢化してし

まって、人口も減ってきてるんですけれど

も、もう非常にそこで生活ができないような

状況になってきているもんですから、ぜひと

もこういった事業で何とかやっていただくよ

うに、ここは場所がまだ言われておりません
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でしたが、どういったところでやるのかをお

聞きしたいと思います。 

 

○𠮷住むらづくり課長 農村ＲＭＯ形成推進

事業といいまして、生活支援も含めてという

ところで農林水産省のほうで考えられた事業

でございます。 

 中山間地域直接支払事業で協定集落という

のがございます。それを３つ４つ合わせたと

ころぐらいのイメージで、小学校校区ぐらい

でしょうか、そういうところで考えられてお

ります。 

 ただ、県内で２か所やるというようなとこ

ろで、今手が挙がっているところでございま

す。県北のほうの菊鹿のほうで、中山間の直

払いでいうと、２地区ぐらいを合わせたとこ

ろでやりたいというふうに手が挙がっており

ます。それから、球磨村の全域で山村活性化

ということでやりたいということで、手が挙

がっとるところでございます。両地区とも生

活支援まで含めて構想の中に入っておりま

す。 

 ただ、補助金のほうが出ますので、それで

やっていくわけですが、やはり収益のほうが

しっかりしないといけないということで、そ

ういうところも支援していきたいというふう

に考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○河津修司委員 大変ありがたい事業ですか

ら、成功するように――なかなか、収益を上

げていくというのが非常に難しいところがあ

ろうかなと思うけれども、そこは、そういっ

たところを運営する方々の知恵を――やっぱ

り県も指導しながら、何とか収益も上げ、大

した利益がなくても何とか運営できるよう

な、そういったところでの指導をお願いした

いと思います。 

 それから、林業関係で、架線集材の72ペー

ジ。 

 架線集材等の研修、資格取得へというとこ

ろで、これは、今なかなか架線集材というの

は手間もかかるし、今やっている人たちも減

ってきているんじゃなかろうかと思います

が、ほかのページには、林業へ参入してくる

建設業あたりから展開しながら林業へ入って

くるところを助成するみたいな事業もあって

いるということですが、この架線集材等を新

しくその技術を学ぶというところは、他産業

から参入してくるようなそういったところも

含めて考えていることなんでしょうか。 

 

○廣田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 今委員御質問の架線集材に関する研修等で

ございますけれども、今くまもと林業大学校

は、４つのコース、９つの課程で実習をして

おりますけれども、その中でも、短期課程、

20人、30日間の講習の課程を設けておりま

す。 

 その中で、これまでは２つの資格取得だっ

たのを６つ来年度から増やしてやろうと思っ

ています。その中に簡易架線集材装置の運転

業務の特別研修というのも新たに追加させて

いただいております。そういう異業種からの

参入も含めまして、こういった形で研修等を

受けてもらって、現場に入っていただきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○河津修司委員 そうなりますと、これは個

人でやっていただくということじゃなくて、

どっかへまた就職、そういう新しい参入業者

も含めてのそういったところへ就職をすると

いうことを前提としている、新しくそういっ

た従業員の方にその資格を取っていただくと

いうことなんですか。 

 

○廣田林業振興課長 短期課程におきまして

は、新たに林業に参入したいという方で研修
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を受けたいという方ですので、それが企業に

属していようが、こういう自伐林家であろう

が、そこは問いません。 

 以上です。 

 

○笹木森林整備課長 架線集材の研修の先生

からいただいているお話ですけれども、事業

としましては、今72ページの７番ですね、そ

れのことをおっしゃっていたのではないかと

思います。 

 我々、やっぱり今、大体認定事業体という

のが、95社県内にございますけれども、その

うち、架線集材をやっているのが５～６社、

継続的にやっているところはそういうところ

で、そういうやっぱり技術が――例えば、資

格は持っていても、日頃やっていないのでな

かなかできないというような実態もあります

から、架線集材をやっていないのでできない

という土台もあるので、現場での――あくま

で資格を取った人たちであったとしても、再

度そこで実践で学べるような、思い出すよう

に学べるような場ということで、常設の架線

を張っているところで、県有地で架線を張っ

てそこで研修できるようなことを考えており

ます。 

 その中で、一応林業をやっている人という

のを基本的には考えているんですけれども、

例えば、もし建設業の方で林業に参入したい

というような話があれば、そこは広くお受け

していきたいなというふうに考えておりま

す。 

 

○河津修司委員 そういった技術者を養成す

るというのは、非常にありがたいことですか

らお願いしたいんですが、自伐型のこの架線

集材をやるということも考えているというよ

うなことですが、なかなか架線集材となる

と、機械の購入だったり経費が相当かかるも

のです。 

 ここにも経費を支援するみたいなことも書

いてありますけれども、その辺が架線でない

とやっぱり出してくれないところもあるもん

ですから、ぜひそういったところができるよ

うに、そういう経営体が残るような政策もや

っていただきたいというふうに思います。 

 

○西山宗孝委員長 要望でよろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 なければ、以上で質疑を

終了したいと思います。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第33号、第42号及び第43号に

ついて、一括して採決をしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認め、一括

して採決をいたします。 

 議案第33号外２件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第33号外２件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 後半の準備のため、10分程度休憩を取らせ

ていただきたいと思います。 

 引き続き、審議をさせていただきたいと思

います。よろしいでしょうか。 

 ５分程度休憩します。 

  午前11時55分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時２分開議 

○西山宗孝委員長 休憩前に引き続き会議を

再開します。 

 今回付託されました請第45号を議題としま

す。 

 請第45号について、執行部からの状況の説

明をお願いいたします。 

 

○鬼塚畜産課長 畜産課でございます。 
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 酪農経営の存続に向けた支援を国に対して

求める意見書の提出を求める請願について御

説明します。 

 新型コロナウイルス感染症に加え、ロシア

のウクライナ侵攻、円安の進展などにより、

配合飼料や購入粗飼料、生産資材の価格が高

騰し、生産コストが上昇しております。加え

て、牛乳、乳製品の消費が冷え込んだことに

より、需給のバランスが大きく崩れ、現在、

全国的に生乳の生産抑制が行われるなど、酪

農経営は厳しい状況です。 

 このような中、今回、国に対して、３つの

支援を要望されています。 

 １点目が、牛乳、乳製品の消費拡大と輸出

促進への支援です。 

 昨年11月に乳価が引き上げられましたが、

それに伴い、メーカーにおいても、牛乳、乳

製品の価格が引き上げられております。最近

の物価高騰の影響もあり、消費者の買い控え

などから、消費が減少しております。生乳の

生産量を維持、拡大していくためにも、消費

や輸出の拡大が必要です。 

 ２点目が、配合飼料価格高騰への支援で

す。 

 令和３年以降、配合飼料価格は上昇し続

け、現在高止まりの状況であり、今後も予断

を許しません。 

 国は、配合飼料価格安定制度への基金の積

み増しや特別対策などで支援をしております

が、今後、基金残高の枯渇や基金の発動が少

なくなることが予測されるため、農家の飼料

コストの増加が危惧されます。 

 ３点目が、自給飼料増産に対する支援で

す。 

 これまでも、県では、自給飼料の増産に係

る取組を継続して推進しており、酪農家にお

いても自給飼料生産を積極的に進めてきてお

ります。 

 輸入飼料が高騰する中、今後も県内の自給

飼料生産基盤の強化を加速していく必要があ

ります。 

 以上、酪農家を取り巻く危機的な経営環境

が続いていることに係る請願であることか

ら、国に対してより一層の支援を求めること

は時宜にかなったものと考えます。 

 説明は、以上でございます。 

 

○西山宗孝委員長 ありがとうございまし

た。 

 請第45号について、御質問はありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 では、質疑を終了しま

す。 

 次に、採決に入ります。 

 請第45号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （「採択でお願いします」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 採択という御意見があり

ますので、採択についてお諮りをします。 

 請第45号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第45号は採択することに決定いた

しました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第45号

は、国に対して意見書を提出してもらいたい

という請願であります。 

 そこで、意見書(案)について事務局から配

付をさせます。 

   (事務局から意見書(案)配付) 

○西山宗孝委員長 ただいま配付いたしまし

た意見書(案)は、請願の趣旨、理由とほとん

ど内容は変わらないようでありますが、この

案のとおりでよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 御異議なしと認め、この

意見書(案)により、議長宛てに提出すること

に決定いたしました。 
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 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りをします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が３件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いいたします。 

 

○德永農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 報告資料①をお願いします。 

 災害復旧事業の進捗状況等について説明い

たします。 

 本報告は、毎議会ごと当委員会と建設常任

委員会で御報告しているものです。 

 １ページをお願いします。 

 １、令和２年７月豪雨等災害復旧事業の進

捗状況でございます。 

 上段のグラフは、県事業です。 

 土木部及び農林水産部の合計で、全体事業

費495億円に対し、令和５年２月末の契約額

は397億円で、80％が契約済みとなっており

ます。 

 下段は、参考まで、市町村事業の状況を掲

載しております。 

 ２ページをお願いします。 

 ２、県工事の不調・不落の状況です。 

 上段、①のグラフは、熊本地震後の年度別

の状況、下段、②のグラフは、令和４年４月

以降の月別の状況、３ページの③は、令和４

年度の発注機関別の状況です。 

 ２ページ、上部の枠内に状況をまとめてお

ります。 

 令和４年度の県工事の不調、不落率は17.2

％で、年度当初から上昇傾向で、令和５年２

月は20％となっています。 

 地域別では、令和２年７月豪雨災害に係る

災害関連工事が集中している球磨地域におい

て高くなっています。 

 ４ページをお願いします。 

 ３、令和２年災害関連等工事に係る不調・

不落対策についてです。 

 今年度末を期限として実施している復興Ｊ

Ｖ制度とＢ等級の発注標準引上げについて、

不調、不落の状況や来年度の発注見込み等を

勘案し、県南３地域を対象に、令和５年度末

まで１年間延長することとしております。 

 具体的には、(1)復興ＪＶ制度について

は、中段、②の不調・不落の状況のとおり、

県南３地域を示す赤色の折れ線グラフは、県

全体より高く推移しています。 

 ③の災害関連事業の発注見込み等につい

て、赤枠囲みのとおり、県南３地域におい

て、令和５年度も95億円の発注を見込んでお

ります。 

 ５ページ、④では、復興ＪＶ制度を利用し

た県南３地域への管外企業の参入状況を整理

しています。 

 これらのことから、復興ＪＶ制度につい

て、対象地域を現行の県内全域から県南３地

域に縮小し、同制度を延長することとしてい

ます。 

 次に、(2)土木一式工事Ｂ等級の発注標準

引上げについてです。 

 現在、県南３地域において、災害関連等工

事の土木一式工事について、Ｂ等級の発注標

準を3,000万円未満に引き上げております。 

 この対象工事については、今後の発注予定

があり、入札不調となった場合、令和５年度

の再入札も避けられない状況です。このた

め、同制度を延長することとしています。 

 引き続き、一日も早い復旧、復興に取り組

んでまいります。 
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 農林水産政策課は以上です。 

 

○中島農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 ②の新規就農者の状況についてでございま

す。 

 資料をお開きいただきまして、１ページを

お願いいたします。 

 今回の調査期間は、令和３年５月から令和

４年４月の１年間でございますが、この間の

新規就農者は426人と、前期に比べまして20

人減少しております。 

 内訳を就農形態別に見ますと、自ら営農す

る新規自営就農者は、新規学卒就農者やＵタ

ーン就農などの親元就農者の減少が大きく、

前期比60人の減となり、214人となっており

ます。一方、法人等への新規雇用就農者は40

人増加し、212人となっております。 

 今回の増減要因につきまして、まず、自営

就農者の減少についてですが、調査対象期間

が、新型コロナウイルスの感染対策と社会経

済活動との両立が図られた時期で、有効求人

倍率がコロナ禍前の水準に戻り、他産業との

人材獲得が競合していたこと、また、原油価

格の高騰や円安により、農業資材等の値上が

りが顕在化し始めまして、経営への影響が見

られたために、自営就農者のほうが減少して

おります。一方で、新規雇用就農者、新規雇

用につきましては、外国人材の入国制限等の

影響で、生産現場の人手不足感が高まりまし

て、農業法人等での新規雇用が増加したので

はないかというふうに分析しております。 

 下のページ、年齢別の状況では、新規学卒

やＵターン、新規雇用就農のいずれも20代が

169人と最も多く、10代から30代までが全体

の７割程度を占めています。 

 ３ページをお願いいたします。 

 地域別の状況では、新規雇用就農やＵター

ン就農の多い菊池地域が79人と最も多く、次

いで、阿蘇、玉名、八代と続いております。 

 下のページ、営農類型別では、施設野菜

が、新規学卒、新規参入などの自営就農を中

心に132人と最も多く、次いで、畜産が新規

雇用就農を中心に95人となっております。 

 ５ページをお願いします。 

 新規就農者の定着状況ですが、表の右端に

就農５年目までの離農率を記載しておりま

す。 

 離農率は4.1％と低い水準を保っておりま

して、依然として９割を上回っており、定着

が図られております。 

 新規就農者の概要は以上でございますが、

今回の調査結果を受けまして、本県における

来年度の取組を下のページに示しておりま

す。 

 これまで御説明しましたとおり、農業を取

り巻く環境が厳しさを増す中で、若年層の新

規就農者の確保が困難となっている状況にな

ります。 

 そこで、令和５年度は、現行の49歳以下の

支援に加えまして、資料中段のマル新とあり

ますように、県外から移住就農する50歳代に

向けました支援策を実施してまいります。 

 今後とも、新規就農対策にしっかり取り組

んでまいりますので、御指導をよろしくお願

いします。 

 続いて、報告事項③、時代に適応する熊本

県立農業大学校の運営について御説明いたし

ます。 

 表紙をおめくりいただきまして、農業大学

校は、本県の農業を担い、リーダーとなり得

る後継者の育成を目標に、本校の特徴でもあ

ります現場重視と実践教育を大学の強みとし

まして、さらに高みを目指した見直しを来年

度から行うこととしております。 

 まず、現在の農大の状況ですが、１の現状

にありますとおり、入学者の４割が非農家

で、４人に１人が農業高校以外の出身など、

農業に接する機会が少なく、多様な考えを持

った学生が増加しております。 
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 一方で、卒業生の進路は、７割程度が就農

し、３割が就職するなど、高い進路決定率を

維持していますが、進路先での高度な生産技

術や大学内では学べないような現場の規模感

覚に戸惑わないようにするため、学生には早

い段階から卒業後の姿を意識させて、学生が

志望する進路へ到達できるようなカリキュラ

ムを改善する必要があります。 

 そこで、右側の対応案のとおり、入学から

３か月間は農業全般の授業を体験させまし

て、入学時に固定していた学科、コースを希

望があれば選択変更できる制度を創設しま

す。また、農家派遣研修では、卒業後の進路

を見据えた研修先を選択できるようにし、一

日経営実習日を設定するなど、カリキュラム

を見直し、志望する進路に応じた実習やイン

ターン活動などによりまして、実践力を強化

してまいります。 

 次に、学生の確保対策の強化と全寮制の見

直しについてですが、２の現状に記載のとお

り、農大の入学者は減少傾向にあります。 

 その背景には、少子化等の影響もあります

が、進学先としての農大の認知度の低さや、

様々な事情によりまして入寮ができないなど

の全寮制に対する抵抗感も挙げられます。 

 そこで、対策としまして、学生確保に向け

て、進路決定前の高校１、２年生や高校教諭

へのアプローチを強化するとともに、入寮を

全寮制から希望制に変更しまして、自宅から

の通学も可能といたします。 

 このように、昨今の社会情勢や農業を取り

巻く環境変化に適応した大学運営によりまし

て、本県農業をリードする担い手を育成して

まいります。 

 農地・担い手支援課からの御報告は以上で

ございます。 

 

○西山宗孝委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑ありませんか。 

 

○緒方勇二委員 新規就農の中で、親元就農

と法人等の雇用就農がほぼほぼ変わらなくな

ってきた。農業大学校のほうも、しっかり卒

業後の姿を意識してという指導をいただい

て、有為な人材を輩出していただいていると

思ってるんですが、ここで、農大と農業系の

高校の連携は進んでるんだろうと思います

が、私、今思うに、農業高校は、科目別にや

っぱりもう企業に授業を任せる時代じゃない

かなと思うんですね。 

 そして、そういう意識づけを――もうイノ

ベーションも起きてますし、最先端の技術も

メーカーさんも囲い込みになるのかも分かり

ませんが、私、農水の委員長をしておったと

きに、ＩＣＴ技術もそうでしたけれども、ぜ

ひ夢が見れるような、農業経営を目指す上

で、農業高校から先進性のある授業は導入し

てくださいってお願いしてきました。今後、

ＴＳＭＣも出てきて、どんどん人材不足は加

速するんだろうと思います。農業、林業もで

すね。 

 で、私、せっかくこの農業大学校が今日ま

で培ってきた技術とともに、メーカーさんの

知り得る知見もやっぱり農業高校ともっと連

携して、科目のほうのカリキュラムを、こま

をメーカーさんに委ねる部分もあっていいの

じゃないかというふうに思いますので、これ

は、この報告を受けて、本当今後どういうふ

うに変わっていくのか心配でたまりませんの

で、しっかりその辺の高校に対する支援を、

農政のほうからも、農林水産部として、少し

民間の企業との連携――八代工業高校です

か、マイスター・ハイスクールをやってまし

たね。すごく成果出してますので、こまを企

業さんが来て授業をやってますので、そうい

うことも視野に入れてやっていただければな

と、これ要望です。 
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○西山宗孝委員長 要望ということで。 

 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 ほかになければ、以上で

質疑を終了します。 

 ここで私のほうから、12月定例会の委員会

において、取りまとめを御一任いただきまし

た令和４年度農林水産常任委員会における取

組の成果について、お手元に配付のとおり案

を作成しましたので、御説明いたします。 

 この常任委員会における取組の成果は、今

年度の当委員会の審議の中で、委員から提起

された様々な課題や要望の中から、執行部の

取組が具体的に進んだ主な項目を取り上げ、

３月に県議会のホームページで公表するもの

です。 

 項目の選定等については、島田副委員長や

執行部と協議し、当委員会としては10項目の

取組を掲げた案を作成いたしました。 

 もちろん、ここに記載の項目以外の提案さ

れた課題や要望等についても、執行部で調

査、検討等を続けておられますが、ここに掲

げた項目は、具体的な取組が進んだものなど

代表的なものを選定しております。 

 それでは、この案につきまして何か御意見

をお伺いしたいと思います。御意見ありませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 それでは、この案でホー

ムページへ掲載したいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 なお、掲載までに、簡易な文言の修正、時

点修正等があった場合は、委員長に御一任い

ただけますでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了しました。 

 それでは、これをもちまして第７回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

  午後０時20分閉会 

――――――――――――――― 

○西山宗孝委員長 このまま閉会後少し報告

があります。 

 本委員会の執行部のほうで、本年３月末を

もって退職される方が５名いらっしゃいま

す。 

 それぞれ一言ずつ御挨拶をいただければと

思っております。委員の皆様、よろしいでし

ょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○西山宗孝委員長 それでは、竹内農林水産

部長からお願いいたします。 

  (竹内農林水産部長、下田農業研究セン

ター所長、大岩森林局長、𠮷住むらづ

くり課長、伊藤技術管理課長の順に退

任挨拶) 

○西山宗孝委員長 ありがとうございまし

た。お疲れでございました。 

 なお、今年度最後の委員会でございますの

で、私のほうから一言御挨拶を申し上げま

す。 

 この１年間、島田副委員長はじめ委員の皆

様の御協力をいただき、委員会の活動を進め

てまいりました。 

 特に、この１年間、先ほど竹内部長からも

話がありましたように、非常に難題、課題が

多うございました。初めての委員長というこ

とで、私のせいではないと思いますけれど

も、こんな中で、ベテランの委員さん含めて

大変力強い委員会の活動ができたと思いま

す。 

 また、執行部におかれましては、懇切丁寧

にスピード感を持って対応していただきまし

たので、心から感謝を申し上げます。ありが
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とうございました。 

 退職される皆様方につきましては、ほぼ私

よりも若い方ばかりでございます。どうか引

き続き、県政の支援も含めて御活躍の場があ

ろうかと思いますので、しっかりと活躍をい

ただきたいと思います。 

 最後になりますが、委員各位、そしてまた

執行部の皆様、退職の皆様のますますの御活

躍を心から御祈念申し上げまして、簡単では

ございますけれども、挨拶に代えさせていた

だきます。 

 大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。 

 続いて、島田副委員長からも御挨拶をお願

いします。 

 

○島田稔副委員長 それでは、一言御挨拶を

申し上げます。 

 この１年間、西山委員長の下で、農林水産

常任委員会の委員会運営に携わらせていただ

きました。その間、委員の先生方には、大変

御指導と御鞭撻をいただきありがとうござい

ました。そしてまた、執行部の皆様方には、

いろいろと懇切丁寧に対応していただき、本

当に心から感謝申し上げます。 

 私は、本県は基幹産業は農林水産だと思っ

ていますので、一次産業の振興のために、今

後とも頑張っていただくことを祈念して、簡

単ですが御挨拶とします。よろしくお願いし

ます。 

 ありがとうございました。 

○西山宗孝委員長 以上で終了します。 

 皆様、大変お世話になりました。お疲れさ

までございました。 

  午後０時29分 
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